
弁護⼠会における
公益通報相談

2022年9⽉1⽇〜2024年3⽉31⽇集計

⽇本弁護⼠連合会（消費者問題対策委員会作成）
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はじめに
２０２０年に公益通報者保護法が⼀部改正され、２０２２年６⽉から施⾏され

た。その後、同改正法の施⾏から⼀定期間が経過した２０２４年５⽉より、消費
者庁において公益通報者保護制度検討会が開催されているところであり、⽇弁連
消費者問題対策委員会では、引き続き同法の更なる改正と制度の充実に向けて検
討を⾏っている。
本統計資料は、公益通報に関する法改正に向けた取組として⽴法事実の収集・

分析を⾏うために、全国の弁護⼠会、特に公益通報の相談窓⼝を設けている弁護
⼠会による相談件数の集計情報を元に、⽇弁連消費者問題対策委員会において作
成したものである。
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本相談集計の前提条件
１ 期間

2022年9⽉1⽇から2024年3⽉31⽇までの1年7か⽉間
２ １の期間内に公益通報に関する相談を実施し、

集計を⾏った弁護⼠会
東京弁護⼠会、第⼀東京弁護⼠会、第⼆東京弁護⼠会
千葉県弁護⼠会、群⾺弁護⼠会、⼤阪弁護⼠会、
京都弁護⼠会の７弁護⼠会（⼀部集計期間が短い弁護⼠会あり）

３ 実施⽅法
２の弁護⼠会で実施した公益通報相談に際して、相談担当
弁護⼠が相談記録⽤紙でのチェック項⽬に沿って⼊⼒した
内容を集計したもの。
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通報前
55%

通報後
45%

【 通報前の相談か、通報後の相談か 】

通報前、通報後いずれの相談も同程度あるが、通報前の相談の⽅がやや多い。

n=157件
通報前86件
通報後71件
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Ａ 主体（公益通報者性）

相談者の７割超が労働者・派遣従業員からの通報であり、次いで退職者からの相談が１６％
と多い。数は少ないが取引先関係者からの相談もみられる。

労働者, 69.4%

派遣従業員, 2.9%

役員, 0.6%

退職者, 15.6%

取引先, 1.2%

取引先の従業員, 1.2% その他, 9.2%
【 相談者の属性 】

n=173
労働者※120
派遣従業員5
役員1
退職者27
取引先2
取引先の従業員2
その他16

※労働者：正社員・契約社員・
パートタイマー・アルバイトを含む
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通報対象事実の概要

【 通報対象事実の概要 】

相談内容における通報対象事実の概要は、労働分野等が多いといえるが、幅広い。
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Ｂ 通報対象事実該当性



別表の法律違反 あり
53%

別表の法律違反 なし
11%

別表の法律違反 不明
36%

【 公益通報者保護法の別表の法律違反の有無 】
n=156
有82
無17
不明57

別表の法律違反についての相談が半数超の５３％。
３６％は相談担当弁護⼠が相談時点で別表の法律違反の有無が判断できなかった。
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Ｂ 通報対象事実該当性



有り 52%

無し 10%

不明 38%

【 刑事罰・過料、その他⾏政処分につながる違反の有無】
n=144
有75
無14
不明55

刑事罰・過料、その他⾏政処分の対象事実に関する相談が半数超の５２％。
３８％は相談担当弁護⼠が相談時点で刑事罰・過料、その他⾏政処分の対象事実か否かが判
断できなかった。
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Ｂ 通報対象事実該当性



既に⽣じている
70%まさに⽣じようとしている

4%

個⼈の⽣命⼜は⾝体に対する危害
が発⽣する急迫した危険がある

3%

いずれか判断できない
23%

【 切迫性等の要件該当性 】n=145
既に⽣じている102
まさに⽣じようとしている5
個⼈の⽣命⼜は⾝体に対する危
害が発⽣する急迫した危険があ
る4
いずれか判断できない34

既に⽣じている事実についての通報が７０％と多い。
「個⼈の⽣命⼜は⾝体に対する危害が発⽣する急迫した危険性がある」相談も件数は多くは
ないものの含まれている。
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Ｃ 保護要件



内部通報をした相談者について、通報後20⽇経過したか否か

10

はい
61%いいえ

9%

不明
30%

【参考：⾏政通報後２０⽇経過したか 】

n=33
はい20
いいえ3
不明10

内部通報した相談者について、通報から２０⽇経過の保護要件を満たす者と満たさない者が同
数であった。なお、⾏政通報後２０⽇経過の有無を問う質問には経過したとの回答割合が多く、
⾏政通報の⽅が初動対応に時間がかかる割合が多いことが伺える。

Ｃ 保護要件

はい
34%

いいえ
32%

不明
34%

【内部通報後２０⽇経過したか】

ｎ=56
はい19
いいえ18
不明19
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満たす
37%

満たさない
30%

不明
33%

【（⾏政通報をした相談者）書⾯要件を満たすか】

n=33
はい12
いいえ10
不明11

⾏政通報をした相談者について、書⾯による保護要件を満たす者が３７％で
満たさない者が３０％であった。

Ｃ 保護要件



懲戒処分等の不利益性が明確な相談も⼀定数あるが、降格・昇格させない／配置転換／事実
上の嫌がらせ等の“不利益取扱いの有無”から問題となり得る相談内容が多い。
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通報後に受けた不利益取扱いの内容

【 通報後に受けた不利益取扱いの内容 】
Ｄ 不利益取扱い



不利益取扱いの有無と通報先の⽐較
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通報先

【不利益取扱いを受けた相談者の通報先】

監督官庁への通報21件の内訳
1号先＋2号先：6件
1号先＋2号先＋3号先：4件
2号先＋3号先：3件
2号先のみ：8件
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【不利益取扱いを受けない相談者の通報先 】

監督官庁への通報12件の内訳
1号先＋2号先：2件
1号先＋2号先＋3号先：1件
2号先＋3号先：2件
2号先のみ：7件

Ｄ 不利益取扱い

内部３３件、⾏政２１件、外部１８件 内部３０件、⾏政１２件、外部６件
１・２号通報先は不利益取扱いの有／無は同程度。３号通報先は不利益取扱いを受ける件数が多い。
内部通報者の通報先は上司への通報が多い（不利益取扱いを受けた場合、受けていない場合ともに）

※１号通報：当該役務提供先等に対する公益通報
２号通報：処分⼜は勧告等をする権限を有する⾏政機関等に対する通報
３号通報：その他の外部通報先への公益通報



ある
35%

ない
12%

不明
53%

【 根拠となる資料・情報媒体の有無等 】

n=145
ある51件
ない18件
不明76件

相談段階では証拠資料の有無が不明な場合が多いものの、３５％では証拠資料が存
在する状況で相談をしている。 14

Ｅ 裏付資料



持ち出した
55%

持ち出していない
36%

持ち出せない
9%

【（証拠資料が存在する場合）持出しの有無 】

n=44
持ち出した24件
持ち出していない16件
持ち出せない4件

証拠資料が存在するケースでは、半数強が証拠資料を持ち出しているが、持ち出し
ていない相談者も３６％いる。
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Ｅ 裏付資料



全体のまとめ（１／２）
•弁護⼠会公益通報相談窓⼝への相談は、通報前相談45%と通報
後相談55%であり、通報前後を通じた法的アドバイスのニーズ
がある。
•相談者（通報者及び通報予定者）の属性は労働者69.4%、退職
者15.6%の順に多いが、多様である。
•相談における通報対象事実は労働関係法令の割合がやや多いも
のの多様であり、脱税等の本法の対象法令外のものも含まれる。
•相談担当弁護⼠が通報対象事実該当性や切迫性等要件について
相談時に判断ができないケースが相当割合ある（そのため、相
談者側も本法により保護されるかどうかの的確なアドバイスが
受けられていないと解される。）。
•⾏政通報をした相談者について、書⾯要件を満たさない通報が
30%あり、匿名通報のニーズを裏付けている。

16



全体のまとめ（２／２）
•不利益取扱いに関する相談には、降格・昇格させない／配置転
換／事実上の嫌がらせ等の“不利益取扱いの有無”から問題とな
り得る相談内容が多い。
•不利益取扱いを受けたという相談者の通報先は内部通報が多い
（33件）。監督官庁のみに通報した相談者が不利益取扱いされ
たとの相談も8件あり、監督官庁が守秘義務を貫徹していると
仮定すると、通報者の探索等の背景が伺われる。
•裏付資料が存在するものの持ち出していない・持ち出せないと
の相談が45%あり、持ち出しに相当のハードルがある。
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